
Q１）保安灯設置補助と何がどう違うのか？ 

A）⇒ 現在、蛍光灯や水銀灯を使用している保安灯が対象です。 

国庫補助（一括交付金）を財源としていますので、提出していただ

く書類が異なります。 

必ず、「LED 化推進事業」の様式で申請してください。 

 

・交付決定後に提出するもの 

① 着手届（那覇市様式第 6 号） 

  ② 工事請負契約書(※50 万以下であれば「請書」可） 

  ③ 工事仕様書 

  ④ 事業工程表 

  ⑤ 現場代理人及び主任技術者等届 

  ⑥ 経歴書 

  ⑦ 電気工事士免状の写し 

 ・実績報告時に添付するもの 

  ⑧ 完成通知書 

  ⑨ 引渡書 

  ⑩ 工程写真（施工前・施行中・施工後、本体及びプレート） 

  ⑪ 工事の領収証 

  ⑫ 工事内訳書（領収書の内訳） 

  ⑬ 保安灯処理に伴うマニフェスト 

  ⑭ 電力申請手続き書類 

    （電気料使用申込書、お客様電気設備図面兼施工証明書） 

  ⑮ 機器仕様書、取扱説明書 

 

※ ②、③は団体と施工業者（工事請負事業所）が作成しコピーを提

出。 

※ ④～⑮は施工業者から団体に提出されたもののコピーを提出。 

※ ②～⑥、⑧、⑨、⑫は参考様式を用意しています。電子データも

ございますのでご利用ください。 

※ ⑩の写真は、施工業者が作成してください。 

 

保安灯 LED 化推進事業 Q＆A 



Q2）設置する LED について W（ワット）数に指定はありますか？ 

A）⇒ 20W 以下（省電力型）が対象です。本市では比較的 10Ｗ

を使用する団体が多いです。 

 

Q3）「収支予算書（様式第 2 号）」に記載する「現在のワット数」

がわからない。だいたいの値を書いてもよいか。 

A）⇒ 業者に依頼し、正確なワット数を記載してください。 

CO₂削減量の算出のため、正確な値が必要です。 

申請の段階でわからない場合は、申請書提出後、後日正確なワ

ット数を記載してください。 

 

Q4）添付書類は原本を提出するのですか。 

A）⇒ 原本は団体で保管し、役所にはコピーを提出します。 

国庫補助事業ですので、会計検査において工事に関する一見書類

は、使用する場合もあります。少なくとも 5 年間は紛失することの

ないよう、大切に保管してください。 

 

Q5）現在木柱に設置しているが、別の場所に移設したい。 

Ａ）⇒ 付近の電柱や NTT 柱への移設は認められます 

ただし、電柱によっては保安灯を設置できない場合もあります。 

詳しくは沖縄電力（コールセンター0120-586-391）にご確認く

ださい。 

 

Q6）管理者プレートは必ず交換しないといけないのか？ 

A）⇒ 必ず交換してください（※取替後のワット数確認の為） 



保安灯を交換した場合は、必ず電力会社に届け出をしてください。

電力会社に届出がないと電気料金は従来のままになります。 

 

Q7）LED への交換なのに道路占用許可が必要なのか 

A）⇒必要です。市道にある保安灯の新設・取替・移動等は、必ず那

覇市道路管理課（電話：951-3237）へ連絡してください、 

 

Q8）現在、管理者プレートを設置していないのですが。 

A）⇒ 管理者プレートは必ず設置してください。 

ワット数の確認に加え、保安灯に不具合があった場合、発見者が一

目でどの団体が管理しているか分かるようにするために必要です。 

 

Q9）急いでいる。申請後すぐにでも着工したい。 

A）⇒ 交付決定後、着手届を提出してから施工してください。 

補助金交付決定前に施工した場合、補助対象外となります。 

 

Q10）申請はいつまで待ってもらえるか。〆切はいつか。 

A）⇒ この事業の受付は先着順となっております。 

今年度の予算額（約 300 灯分）に達し次第締め切ります。 

 

Q11）申請書類や添付書類参考様式の電子データがほしい。 

A）⇒ 那覇市ホームページからダウンロードしていただくか、市民生

活安全課代表メール：C-KATU001@city.naha.lg.jp へご連絡くださ

い。 

 



Q12）交付決定通知受けたが、事情により工事できなくなった。 

A）⇒ 届け出が必要です。市民生活安全課へご連絡ください。 

 

Q13）交付決定されたが、工事内容に変更が生じた。 

A）⇒ 届け出が必要です。市民生活安全課へご連絡ください。 

   市の許可なく工事内容を変更した場合、補助金対象外となる場

合があります。必ず変更前に届け出てください。 

 

Q14）着手届の日程どおりに施工できない。 

A）⇒ 届け出が必要です。市民生活安全課へご連絡ください。 

 

Q15）郵送で提出してもよいか。 

A）⇒ 可能です。 

念のため「平日 8 時半～17 時までに連絡がつく連絡先電話番号」

を記載し、申請書類には欄外に「捨印」を押印してください。 

 

 

 

 

お問い合わせは  

市民生活安全課 交通防犯グループ 

電話：８６２－９９３０  

mail：C-KATU001@city.naha.lg.jp まで 


